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壱分幼稚園の認定こども園整備に関する基本計画（案） 

 

１ これまでの取組 

 

（1）検討協議の過程 

① 令和２年２月 「今後の生駒市立幼稚園のあり方について」答申 

 ・現状と課題の抽出 

 ・公立園の役割 

 ・公立園の適正な施設配置と運営 等 

 

② 令和２年１０月 「生駒市立幼稚園のあり方に関する基本的な考え方」策定 

 ・望ましい規模を確保し、幼稚園に関する課題に対応するための具体的な方策 等 

 

③ 令和３年８月 地域協議会からの「意見書」提出 

・なばた幼稚園、壱分幼稚園、俵口幼稚園、生駒台幼稚園のそれぞれに設置した地域協

議会において議論を重ね、意見書がまとめられた。 

 

④ 令和３年１１月 「生駒市立幼稚園の再編に係る方向性」（以下、「方向性」）策定 

・壱分幼稚園の単独でのこども園化と、保護者・地域との協働、より良い教育活動の検

討を進めていく。 

・生駒台幼稚園は、当面は引き続き公立幼稚園として継続する。こども園化を見据えた

検討を進めていくこととする。 

・なばた幼稚園、俵口幼稚園においては、保護者や地域の方々と協議する場を創出する。 

 

２ 壱分幼稚園のこども園化について 

 

（1）認定こども園の整備 

「方向性」に示されているとおり、壱分幼稚園をこども園として整備を進める。進める

にあたっては、「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法

律」（以下、「認定こども園法」）に基づく認定こども園とする。 

 

（2）認定こども園の整備手法 

① 認定こども園の類型 

認定こども園は、機能別に次の４つの類型に分かれている。 
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 幼保連携型 幼稚園型 保育所型 地方裁量型（※） 

法的性格 
学校かつ 

児童福祉施設 

学校 

（幼稚園＋保育所機能） 

児童福祉施設 

（保育所＋幼稚園機能） 
幼稚園＋保育所機能 

設置主体 
国、自治体、学校法

人、社会福祉法人 

国、自治体、学校

法人 
制限なし 

職員要件 
保育教諭 

（幼稚園教諭＋保育士資格） 

満３歳以上⇒両免許併有が望ましいがいずれかでも可 

満３歳未満⇒保育士資格が必要 

給食提供 
・２・３号の子どもに対する食事提供の義務 

・自園調理が原則・調理室の設置義務（満３歳以上は、外部搬入可） 

開園日等 
11 時間開園、土曜

日の開園が原則 

地域の実情に応

じて設定 

11 時間開園、土曜

日開園が原則 

地域の実情に応

じて設定 

   ※地方裁量型：幼稚園・保育所いずれの認可もない地域の教育・保育施設が、認定こども園とし

て必要な機能を果たすタイプ 

 

本市においては、以下の理由から、保護者の高まる保育ニーズや多様化する就労形態

及び教育・保育のさらなる質の向上に対応するため「幼保連携型」とする。 

 

 幼保連携型が望ましい理由 

・設置主体において、幼保連携型は、多くの保育所等で運営を実施している学校法人

や社会福祉法人（以下、「法人」）が運営できるため、公募の際に応募者を多数見込

むことができる。幼稚園型では、学校教育法で「学校」として位置づけられている

認可幼稚園としての機能を有するため、社会福祉法人は設置できず、また、保育所

型、地方裁量型は、制限がないため教育・保育の質の確保が課題となる。 

・職員要件において、幼保連携型のみに幼稚園教諭と保育士資格の併有が義務付けら

れているため、より質の高い教育・保育サービスの提供が可能となる。 

・開園日等について、幼保連携型及び保育所型が１１時間開園及び土曜日開園が原則

であり、保育ニーズの高い保護者に対応することができる。 

 

② 施設の設置・運営主体 

施設の設置・運営主体は、主に３つの類型に分かれ、メリット・デメリットは次のと

おりである。  
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 公設公営 公設民営 民設民営 

設置・運営 

主体 

   設置：市 

   運営：市 

   設置：市 

   運営：法人 

   設置：法人 

   運営：法人 

メリット 

【運営面】 

・教育・保育の質の向上

のため、職員研修を企

画・充実させることが

できる。 

・地域や小学校等との

連携を活発に図るこ

とができる。 

・障がい等により支援

が必要な園児を積極

的に受け入れること

ができる。 

【運営面】 

・事業者の方針による

運営となるため、民間

独自のノウハウで、保

護者ニーズにも比較

的柔軟に対応できる。 

・保育時間が長く、夜８

時頃まで開園できる。 

・英語教育等の課外授

業を充実させること

ができる。 

・豊富に室内遊具を設

置できる。 

【運営面】 

・事業者の方針による

運営となるため、民間

独自のノウハウで、保

護者ニーズにも比較

的柔軟に対応できる。 

・保育時間が長く、夜８

時頃まで開園できる。 

・英語教育等の課外授

業を充実させること

ができる。 

・豊富に室内遊具を設

置できる。 

 

【施設面】 

・国、県等の補助金を活

用し、法人主体で機能

を充実させることが

できる。 

デメリット 

【施設面】 

・公設のため、標準的な

機能に限定される。 

【施設面】 

・公設のため、標準的な

機能に限定される。 

【運営面】 

・主体的に地域や小学

校等との連携を図り

にくい。 

・支援が必要な園児の

受け入れに消極的に

なる傾向がある。 

 

今回、市立壱分幼稚園を幼保連携型認定こども園として開園するにあたり、以下の理

由から、「民設民営」により実施することが適していると考える。 

 

 民設民営が望ましい理由 

・民間独自の長時間保育、課外授業や室内遊具の充実等、民間のノウハウによる保護

者ニーズへの柔軟な対応ができる。 

・０歳児から２歳児まで（以下、「乳幼児」）を受け入れる保育室、給食を提供する調

理室、看護職員等が常駐する保健室、職員の増員に伴う職員室等の施設整備にかか

る経費や、開園後の運営にかかる経費に対して、国や県の支援（補助金制度）を活

用できる。 
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③ 公私連携幼保連携型認定こども園の整備 

市立幼稚園を民設民営の認定こども園とした場合、地域との繋がり、小学校への円滑

な接続、特別な支援が必要な園児の受け入れなどが課題になりうる。このような課題に

対応するため、壱分幼稚園を認定こども園にするに当たっては、市と設置・運営主体が

協定を締結し、重要課題に対して、市が設置・運営主体とコミュニケーションをとり、

必要に応じて指導、助言できる「公私連携幼保連携型認定こども園」※とすることが重

要である。 

「公私連携幼保連携型認定こども園」にすることにより、具体的には、 

・市立幼稚園が取り組んできた地域活動への参加や地域ボランティアの受け入れ 

・保幼小接続事業の取組 

・特別な支援が必要な園児の積極的な受け入れ 等 

を確実に継続実施してもらうことが可能である。 

また、運営状況を園訪問や監査等で把握し、必要に応じて指導することで適正な運営

を担保するとともに、定期的な園長会、意見交換会、職員研修の共同実施により、教育・

保育の質の向上を図る。 

このように、これまで壱分幼稚園が培ってきた公教育と民間の双方の利点を活かしつ

つ、民設民営の課題を効果的に解消するために、「公私連携幼保連携型認定こども園」と

して整備を進めることとする。 

 
※ 公私連携幼保連携型認定こども園 

認定こども園法第３４条に基づく認定こども園で、設置・運営主体は民間事業者で
ありながら、その人員配置や提供される教育・保育など運営に関して市が指導、助言
できる認定こども園 

 

（3）認定こども園の整備計画 

  市立壱分幼稚園を認定こども園に移行するためには、乳幼児用の保育室やトイレ、調理

室の新設、保健室や職員室の拡充が必要であり、これらを現在、市立壱分幼稚園に在園し

ている園児の保育を継続しながら、法人が国庫等補助を得て行うには、全面建て替えが不

可欠である。 

  定員は、近隣保育所等の状況も勘案し検討する必要があるが、０歳児６人、１歳児１２

人、２歳児１２人、３歳児４０人、４歳児６０人、５歳児６０人の合計１９０人程度を想

定している。 
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【整備スケジュール】 

 Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ 

市立 

壱分幼稚園 

 
 
 
壱分幼稚園 
関係者への説
明・意見聴取 

 
 
 
保護者説明会 
地元説明会 
 
入園説明会で
の周知 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

閉園 

公私連携 

幼保連携型 

認定こども園 

整備に関する
基本計画の策
定 

 
事業者選定・
協定締結 
 
実施設計 

 
 
 
 
 
補助金申請 
施設整備 

 

 

 

 
現園を継続 

 
開園 


